
 

2018年度 9月期における旧集配センターマネジメント統合に係わる 

部会労使委員会の指名について 

関連：2017年度交渉情報第 111号（2018.6.28） 

  

日本郵便信越支社経営企画本部総務・人事部は、本日（10 月 10 日）「2018 年度 9

月期における旧集配センターマネジメント統合に係わる部会労使委員会に指名」につ

いて地方本部に説明してきました。 

 

標記について、旧集配センターマネジメント統合に伴い、マネジメント統合局の旧

集配センター社員（組合員）の所属は部会となり、年末年始業務運行対策に関する意

思疎通はエリア局分会で行うこととなります。 

 したがって、労使双方、統合局の所属部会（分会）において、統合局長または統合

局の集配センター組合員をそれぞれ組合側・会社側の部会労使委員会委員とする必要

があることから、現委員を１名変更するというものです。 

 現行の組合側３名、会社側３名の部会労使委員会について、原則、組合側について

は統合局の旧集配センター組合員を、会社側についてはマネジメント統合局の局長を

それぞれ現委員１名と交代することとし指名通知を行います。 

 しかしながら、分会の構成員を変更すること（分会再編）については、支部大会で

の決議事項であるため、年度途中での委員交代（指名通知）は難しいとの判断から、

支社と協議を行い、今年度の年末年始業務運行対策に関する事前および事後の意思疎

通については、組合側については統合局の旧集配センター組合員の中から臨時の窓口

担当補助者（複数指名可※）を会社側についてはマネジメント統合局の局長および元

受持ち局（単マネ局）の管理者（２０系の副部長を想定）を臨時の窓口担当補助者と

して、部会事業推進委員会の窓口（意思疎通）を行うこととしました。 

 なお、労使双方の窓口担当補助者については、事前に部会（分会）労使間で調整を

行い、文書での通知は不要とします。 

 

 ※ 労使双方、なるべく同人数となるように調整してください。 

 ※ 対象局・部会は別紙のとおり 
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別紙 

2018 年度 9 月期における旧集配センターマネジメント統合局 

 

支部 統合局 部会 旧受持ち局 備考 

長野 

鬼無里 長野西 長野東  

高府 長野西 長野東  

中条 長野西 長野東  

北信 

豊井 中野 須坂  

桑名川 飯山 飯山  

常盤 飯山 飯山  

上小 
浦里 上田西 上田  

北御牧 小県東 上田  

佐久 南相木 佐久南 佐久  

安曇 
南小谷 北安 大町  

中土 北安 大町  

中信 
奈良井 筑南 松本南  

南木曽 木曽 木曽福島  

諏訪 
北山 諏訪東 茅野  

原 諏訪東 茅野  

上伊那 

高遠 上伊那東 伊那  

長藤 上伊那東 伊那  

小野 上伊那北 伊那  

下伊那 

旦開 下伊那南 飯田  

平岡 下伊那南 飯田  

阿南町 下伊那南 飯田  

下条 下伊那南 飯田  

平谷 下伊那西 飯田  

佐渡 
高千 佐渡西北 両津  

浦川 佐渡東 両津  

下越 
川東 北蒲中 新発田  

菅谷 北蒲中 新発田  

新津 
上川 五泉阿賀 新津  

三川 五泉阿賀 新津  

中越 
和島 三島北 長岡  

中鯖石 刈羽南 柏崎  

魚沼 
川口 長岡東 小千谷  

岩沢 小千谷 小千谷  

高田 牧村 頸城中 高田  

 


